
精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。これらの方々が安定して

働き続けるために、このたび労働局では、一般の従業員の方を主な対象に、精神障害、発達

障害に関して正しく理解いただき、職場における応援者（精神・発達障害者しごとサポー

ター）となっていただくための講座を開催します。

◆内 容 ： ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の特性」、
｢共に働く上でのポイント」等について

◆メリット ： 精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを
短時間で学ぶことができます。

◆講座時間 ： 90分程度（講義85分、質疑応答5分程度）を予定

◆受講対象 ： 栃木県内企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。

◆開催日時（毎回講義内容は同じです）※開始10分前から入室を開始します。

栃木労働局 職業安定部 職業対策課 TEL：028-610-3557 障害者担当

＜ 障害のある方を雇用している、または雇用しようとしている事業主の皆さまへ ＞

● 参加には、インターネット接続可能な端末（PC/スマホ/タブレット）が必要です。

● 会議アプリ「ZOOM」の事前インストールが必要です（無料）

● セミナーの録音、録画、スクリーンショットの保存および公開を固く禁じます。

●申込時の住所は参加ノベルティの発送先として使用いたします。

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要

Webセミナー（ZOOMウェビナー）を開催します！

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。
※ 受講後のアンケートにご協力をお願いします。

詳細やご不明な点は、下記のお問い合わせ先へ

ご注意

ください

令和８年度

７月１０日申込み締切100名７月１7日（金） 14：00～15：30①

８月２１日申込み締切100名８月２８日（金） 14：00～15：30②

参加申し込み方法（申し込み締め切り ①７/10迄 ②８/21迄）

◆参加お申込みは、栃木労働局のホームページからお願いします。
栃木労働局ＨＰ→イベント情報→令和8年度精神・発達障害者しごとサポーター養成講座

◆お申し込みは参加者単位の各自でお願いします。1企業での参加人数に制限はありません。

◆参加申し込み受付後、受付完了メールが3分以内に自動送信されます。
参加用の招待URLが自動返信されますので、受信したことを必ず確認してください。

◆お申し込みをされる方は、必ず別添利用規約をご確認ください。
「申込み時には、利用規約にご同意いただいたものと見なします。」

※ 各日定員がありますので、締め切り日前でも、定員になり次第申し込みを締め切らせていただきます。

無料


